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広
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

。

平
成

18年
６
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第

10号

広
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
(昭
和

37年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

。

第
10条

中
第

16号
を
第

17号
と
し�
第
７
号
か
ら
第

15号
ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
下
げ�
第
６
号
の
次
に

次
の
１
号
を
加
え
る

。

�
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
に
対
す
る
賞
じ
ゅ
つ
金
の
授
与
に
関
す
る
条
例
(平
成

13年
広

島
県
条
例
第

44号
)
に
関
す
る
こ
と

。

第
14条

中
第

18号
を
第

20号
と
し�
第

17号
を
第

19号
と
し�
第

1

6

号
の
次
に
次
の
２
号
を
加
え
る

。

�
広
島
県
歓
楽
的
雰
囲
気
を
過
度
に
助
長
す
る
風
俗
案
内
の
防
止
に
関
す
る
条
例
(平
成

18年
広
島
県

条
例
第
４
号
)
に
関
す
る
こ
と

。

�
酒
類
提
供
営
業
等
に
係
る
不
当
な
勧
誘

、料
金
の
取
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
(平
成

13年
広

島
県
条
例
第

34号
)
に
関
す
る
こ
と

。

第
19条

の
２
に
次
の
１
号
を
加
え
る

。

�
道
路
交
通
法
の
規
定
に
よ
る
放
置
違
反
金
に
関
す
る
事
務
及
び
放
置
車
両
に
係
る
使
用
制
限
に
関
す

る
こ
と

。

第
20条

第
６
号
中
｢関
す
る
こ
と
｣
の
次
に
｢(交

通
規
制
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。)｣
を
加

え
る

。附
則

こ
の
公
安
委
員
会
規
則
は�

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

。

広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
規
定
の
読
替
え
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る

。

平
成

18年
６
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第

11号

広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
規
定
の
読
替
え
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
)

第
１
条

広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
(昭
和

35年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第

15号
)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

。

｢第
２
章
の
２

目
次
中
｢第
２
章
の
２

確
認
事
務
の
委
託
等
(第
９
条
の
２
－
第
９
条
の

18)｣
を
第
２
章
の
３

放
置
違
反
金
(第
９
条
の
２
－
第
９
条
の
２
の
８
)

に
改
め
る

。

確
認
事
務
の
委
託
等
(第
９
条
の
２
の
９
－
第
９
条
の

18)｣

第
３
条
の
２
第
１
項
第
６
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

キ
放
置
車
両
の
確
認
及
び
標
章
の
取
付
け
の
た
め
に
使
用
中
の
車
両

…
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…
…
…
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…
…
…
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第
３
条
の
２
第
１
項
第
８
号
ウ
中
｢又
は
カ
｣
を
｢

、カ
又
は
キ
｣
に
改
め
る

。

第
２
章
の
２
中
第
９
条
の
２
を
第
９
条
の
２
の
９
と
し�

同
章
を
第
２
章
の
３
と
し�

第
２
章
の
次
に

次
の
１
章
を
加
え
る

。

第
２
章
の
２

放
置
違
反
金

(納
付
命
令
)

第
９
条
の
２

法
第

51条
の
４
第
４
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
放
置
違
反
金
の
納
付
の
命
令
は

、別
記
様
式

第
６
号
の
２
に
よ
る
放
置
違
反
金
納
付
命
令
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
放
置
違
反
金
納
付
命
令
書
に
お
い
て
指
定
す
る
納
付
の
期
限
は

、当
該
放
置
違

反
金
納
付
命
令
書
を
発
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

14日
目
に
当
た
る
日
と
す
る

。た
だ
し

、納
付
の
期
限

が
銀
行
法
(昭
和

56年
法
律
第

59号
)
第

15条
第
１
項
に
規
定
す
る
銀
行
の
休
日
(以
下
こ
の
項
に
お

い
て
｢休
日
｣
と
い
う

。)
に
当
た
る
と
き
の
当
該
納
付
の
期
限
は

、そ
の
日
後
に
お
い
て
休
日
で
な

い
最
初
の
日
と
す
る

。

３
法
第

51条
の
４
第

18項
の
規
定
に
よ
る
放
置
違
反
金
の
納
付
の
命
令
の
公
示
送
達
は

、別
記
様
式
第

６
号
の
３
に
よ
る
納
付
命
令
公
示
送
達
書
を
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る

。

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
命
令
公
示
送
達
書
に
お
い
て
指
定
す
る
納
付
の
期
限
は

、地
方
税
法
(昭

和
25年

法
律
第

226号
)
第

20条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
送
達
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
日
か
ら
起
算
し
て

14日
目
に
当
た
る
日
と
す
る

。

５
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
は

、前
項
の
納
付
の
期
限
に
つ
い
て
準
用
す
る

。

(納
付
命
令
の
取
消
し
)

第
９
条
の
２
の
２

法
第

51条
の
４
第
４
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
放
置
違
反
金
の
納
付
の
命
令
を
取
り
消

す
場
合
は

、別
記
様
式
第
６
号
の
４
に
よ
る
放
置
違
反
金
納
付
命
令
取
消
(兼
)
還
付
通
知
書
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る

。た
だ
し

、放
置
違
反
金
等
に
相
当
す
る
金
額
の
還
付
を
伴
わ
な
い
場
合
は

、別
記

様
式
第
６
号
の
５
に
よ
る
放
置
違
反
金
納
付
命
令
取
消
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。
２

法
第

51条
の
４
第

18項
の
規
定
に
よ
る
放
置
違
反
金
等
に
相
当
す
る
金
額
の
還
付
の
公
示
送
達
は

、

別
記
様
式
第
６
号
の
６
に
よ
る
放
置
違
反
金
納
付
命
令
取
消
(兼
)
還
付
公
示
送
達
書
を
公
安
委
員
会

の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る

。た
だ
し

、放
置
違
反
金
等
に
相
当
す
る
金
額
の
還
付
を
伴

わ
な
い
場
合
は

、別
記
様
式
第
６
号
の
７
に
よ
る
放
置
違
反
金
納
付
命
令
取
消
公
示
送
達
書
を
公
安
委

員
会
の
掲
示
板
へ
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。

(弁
明
書
の
提
出
)

第
９
条
の
２
の
３

法
第

51条
の
４
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
で
の
通
知
は

、別
記
様
式
第
６
号
の
８

に
よ
る
弁
明
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
弁
明
通
知
書
に
お
い
て
指
定
す
る
弁
明
書
の
提
出
期
限
は

、当
該
弁
明
通
知
書

を
発
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

14日
目
に
当
た
る
日
と
す
る

。た
だ
し

、弁
明
書
の
提
出
期
限
が
広
島
県

の
休
日
を
定
め
る
条
例
(平
成
元
年
広
島
県
条
例
第
２
号
)
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
(以
下
こ

の
項
に
お
い
て
｢休
日
｣
と
い
う

。)
に
当
た
る
と
き
の
当
該
弁
明
書
の
提
出
期
限
は

、そ
の
日
後
に

お
い
て
休
日
で
な
い
最
初
の
日
と
す
る

。

３
法
第

51条
の
４
第
７
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
弁
明
通
知
書
の
公
示
送
達
は

、別
記
様
式
第
６
号
の
９

に
よ
る
弁
明
通
知
公
示
送
達
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
弁
明
通
知
公
示
送
達
書
に
お
い
て
指
定
す
る
弁
明
書
の
提
出
期
限
は

、法
第

51

条
の
４
第
７
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
通
知
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
日
か
ら
起
算
し
て

14日
目
に

当
た
る
日
と
す
る

。

５
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
は

、前
項
の
弁
明
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
準
用
す
る

。

(仮
納
付
金
の
返
還
)

第
９
条
の
２
の
４

法
第

51条
の
４
第

12項
の
規
定
に
よ
る
書
面
で
の
通
知
は

、別
記
様
式
第
６
号
の

10

に
よ
る
仮
納
付
金
返
還
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。

(督
促
)

第
９
条
の
２
の
５

法
第

51条
の
４
第

13項
前
段
の
規
定
に
よ
る
督
促
は

、別
記
様
式
第
６
号
の

11に
よ

る
督
促
状
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
状
の
発
送
は

、放
置
違
反
金
の
納
期
限
後

20日
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る

。

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
状
に
よ
つ
て
指
定
す
る
納
付
の
期
限
は

、督
促
状
を
発
し
た
日
か
ら
起

算
し
て

10日
目
に
当
た
る
日
と
す
る

。

４
法
第

51条
の
４
第

18項
の
規
定
に
よ
る
督
促
状
の
公
示
送
達
は

、別
記
様
式
第
６
号
の

12に
よ
る
督

促
状
公
示
送
達
書
を
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る

。

５
前
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
状
公
示
送
達
書
に
お
い
て
指
定
す
る
納
付
の
期
限
は

、地
方
税
法
第

20条

の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
送
達
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
日
か
ら
起
算
し
て

10日
目
に

当
た
る
日
と
す
る

。

６
第
９
条
の
２
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
は

、第
３
項
及
び
前
項
の
納
付
の
期
限
に
つ
い
て
準
用
す
る

。

(延
滞
金
)

第
９
条
の
２
の
６
放
置
違
反
金
に
つ
い
て
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は

、

次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き

、そ
の
未
納
金
額
に
つ
き

、納
付
の
期
限
の
翌
日
か
ら
完
納
の
日
ま
で
の
期

間
の
日
数
に
応
じ

、年
14.5パ

ーセ
ン
ト
(督
促
状
に
よ
つ
て
指
定
す
る
期
限
以
前
の
期
間
に
つ
い

て
は

、年
7.25パ

ーセ
ン
ト
)
の
割
合
で
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
を
徴
収
す
る

。

�
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
者
が

、当
該
督
促
状
に
よ
つ
て
指
定
す
る
期
限
ま
で

に
放
置
違
反
金
を
納
付
し
た
と
き

。

�
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
を
受
け
た
者
が
災
害
に
よ
り
督
促
状
に
よ
つ
て
指
定
す
る
期
限
ま
で
に

納
付
で
き
な
か
つ
た
と
き

。

�
放
置
違
反
金
の
徴
収
に
関
す
る
書
類
の
送
達
に
つ
い
て

、そ
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所

、

居
所
及
び
事
業
所
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
又
は
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
送
達
に
つ
い
て
困
難
な
事
情
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が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

、そ
の
送
達
に
代
え
て
公
示
送
達
を
し
た
と
き

。

�
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
を
受
け
た
者
が
貧
困
に
よ
り
公
私
の
扶
助
を
受
け
て
い
る
と
き

。

�
第
２
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

、放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
を
受
け
た
者
が
督
促

状
に
よ
つ
て
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

。

２
延
滞
金
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て

、そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
放
置
違
反
金
の
未
納
金
額
に

1,000円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
又
は
そ
の
未
納
金
額
の
全
額
が

2,000円
未
満
で
あ
る
と
き
は

、そ

の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る

。

３
延
滞
金
の
額
に

100円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
又
は
そ
の
全
額
が

500円
未
満
で
あ
る
と
き
は

、そ

の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る

。

４
第
１
項
の
規
定
に
定
め
る
延
滞
金
の
金
額
の
計
算
に
つ
き
定
め
る
年
当
た
り
の
割
合
は

、閏 じ
ゆ
ん年
の
日

を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も

、365日
当
た
り
の
割
合
と
す
る

。

(滞
納
処
分
)

第
９
条
の
２
の
７

放
置
違
反
金
及
び
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金
の
滞
納
処
分
に
関
す
る
事
務
は

、警

察
職
員
の
う
ち
か
ら
公
安
委
員
会
が
指
定
し
た
者
に
行
わ
せ
る

。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
職
員
が
滞
納
処
分
を
行
う
と
き
は

、別
記
様
式
第
６
号
の

13に

よ
る
徴
収
職
員
証
票
を
携
帯
し

、関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は

、こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

。

(放
置
車
両
に
係
る
照
会
)

第
９
条
の
２
の
８

法
第

51条
の
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
照
会
は

、別
記
様
式
第
６
号
の

14に
よ
る
車

両
使
用
者
等
照
会
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。

第
10条

の
２
第
１
項
中
｢第

74条
の
２
第
５
項
｣
を
｢第

74条
の
３
第
５
項
｣
に
改
め
る

。
第

10条
の
５
中
｢第

74条
の
２
第
６
項
｣
を
｢第

74条
の
３
第
６
項
｣
に
改
め
る

。

別
記
様
式
第
６
号
の
次
に
次
の

13様
式
を
加
え
る

。

様
式
第
６
号
の
２
(第
９
条
の
２
関
係
)

平成18年 6月 1日 (木曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 9 5 号

3

第
号

年
月

日

放
置
違
反
金
納
付
命
令
書

様

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

あ
な
た
に
対
し�

道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第
４
項
の
規
定
に
よ
り�

次
の
と
お
り
放
置
違
反
金

の
納
付
を
命
令
し
ま
す

。同
封
の
納
付
書
に
よ
り
下
記
の
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い

。

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は�

行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)
第
６
条
の

規
定
に
よ
り�

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に�

広
島

県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

ま
た�

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(広
島
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
上
記
異
議
申
立

て
を
し
た
場
合
は�

当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知

つ
た
日
)
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に�

広
島
県
を
被
告
と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所
に
こ

の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者

は
広
島
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

注
１

上
記
の
放
置
違
反
金
を
納
付
し
な
い
場
合
は�

法
令
の
規
定
に
よ
り�

車
検
拒
否
の
対
象
と
な
り
ま
す

。

２
同
一
の
車
両
に
つ
き�
繰
り
返
し�
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
を
受
け
た
場
合
は�
法
令
の
規
定
に
よ
り�

車
両
の
使
用
制
限
命
令
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

。

３
先
に
送
付
し
ま
し
た
仮
納
付
書
は
使
用
せ
ず�
同
封
の
納
付
書
に
よ
り
納
付
し
て
く
だ
さ
い

。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

納
付
命
令
の
理
由

納
付
の
場
所

納
付
の
期
限

放
置
違
反
金
の
額

命
令
の
件
名

(号外)



様
式
第
６
号
の
３
(第
９
条
の
２
関
係
)

別
紙

平成18年 6月 1日 (木曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 9 5 号

4

第
号

年
月

日

納
付
命
令
公
示
送
達
書

下
記
の
と
お
り�

道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第
４
項
の
規
定
に
よ
り�

放
置
違
反
金
の
納
付
を
そ

れ
ぞ
れ
下
表
左
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
命
令
し
ま
す

。

な
お�

同
条
第
５
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
放
置
違
反
金
納
付
命
令
書
は�

に
保
管
し
て
い
ま
す
か
ら�
放
置
違
反
金
の
納
付
を
行
う
者
は�
来
訪
の
上�
受
領
し
て
く
だ
さ
い

。

広
島
県
公
安
委
員
会

印□
１

納
付
の
期
限

２
納
付
の
場
所

３
納
付
命
令
を
受
け
る
者
の
氏
名
及
び
そ
の
命
令
の
件
名

注
地
方
税
法
第

20条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り�
こ
の
公
示
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
を
経
過
し
た
と

き
に�
こ
の
通
知
の
到
達
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す

。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。
納
付
命
令
を

受
け
る
者
の
氏
名

命
令
の
件
名

納
付
命
令
を

受
け
る
者
の
氏
名

命
令
の
件
名

(号外)



様
式
第
６
号
の
４
(第
９
条
の
２
の
２
関
係
)

(裏
)

平成18年 6月 1日 (木曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 9 5 号

5

(表
)

第
号

年
月

日

放
置
違
反
金
納
付
命
令
取
消
(兼
)
還
付
通
知
書

様

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

あ
な
た
に
対
す
る
放
置
違
反
金
納
付
命
令
(第

号
)
に
つ
い
て
は�

下
記
の
理
由
に
よ
り
取
り
消
し
ま
し
た
の
で�

道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第

17項
の
規
定
に
よ
り
通

知
し
ま
す

。

ま
た�

あ
な
た
か
ら
納
付
さ
れ
て
い
る
下
記
の
金
額
を
還
付
し
ま
す
の
で�

同
封
の
｢放
置
違
反

金
還
付
請
求
書
｣
に�
裏
面
の
放
置
違
反
金
還
付
請
求
書
記
載
要
領
に
従
つ
て
必
要
事
項
を
記
入
し�

返
信
用
封
筒
で
早
急
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い

。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

金
額

理
由

円

放
置
違
反
金
還
付
請
求
書
記
載
要
領

放
置
違
反
金
の
還
付
は�

口
座
振
込
み
又
は
銀
行
払
渡
し
に
よ
る
方
法
で
行
い
ま
す

。

１
住
所�

氏
名�

電
話
番
号
等
を
記
入
し�

押
印
し
て
く
だ
さ
い

。

２
下
記
の
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

�
還
付
の
方
法
(希
望
す
る
方
法
の
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い

。)

�
口
座
振
込
み
を
希
望
の
方

○
振
込
先
金
融
機
関
店
舗
名
(郵
便
局
に
振
り
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

。)
○

預
金
種
目
(普
通
預
金�

当
座
預
金
又
は
貯
蓄
預
金
を
指
定
し
て
く
だ
さ
い

。)
○

振
込
先
口
座
名
義
及
び
口
座
番
号
(請
求
者
ご
本
人
の
口
座
に
限
り
ま
す

。)
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

手
続
を
済
ま
せ
次
第
｢振
込
通
知
書
｣
を
お
送
り
し
ま
す

。

な
お�

あ
な
た
の
指
定
し
た
金
融
機
関
店
舗
に
振
込
み
が
で
き
な
い
と
き
は�

下
記
の

銀
行
払
渡
し
に
よ
る
方
法
で
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
か
ら
御
了
承
願
い
ま
す

。

�
銀
行
払
渡
し
を
希
望
の
方

○
広
島
県
内
で
の
受
取
り
は�

広
島
銀
行
の
本
店
又
は
各
支
店
と
な
り
ま
す

。

受
取
り
を
希
望
さ
れ
る
広
島
銀
行
の
店
舗
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

○
広
島
県
外
で
の
受
取
り
を
希
望
の
方
は�

払
渡
先
金
融
機
関
店
舗
名
(郵
便
局
で
受

け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

。)
を
指
定
し
て
く
だ
さ
い

。

手
続
を
済
ま
せ
次
第
｢送
金
通
知
書
｣
を
お
送
り
し
ま
す

。

受
領
後�

記
載
さ
れ
て
い
る
払
渡
先
金
融
機
関
で
受
取
可
能
期
間
を
確
認
の
上�

お
受

け
取
り
く
だ
さ
い

。

な
お�

受
取
り
に
は�

受
領
し
た
送
金
通
知
書�

印
鑑
及
び
身
分
証
明
(本
人
以
外
は

委
任
状
が
必
要
)
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

。

(号外)



別
紙

様
式
第
６
号
の
５
(第
９
条
の
２
の
２
関
係
)

平成18年 6月 1日 (木曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 9 5 号

6

放
置
違
反
金
還
付
請
求
書

広
島

県
知

事
様

年
月

日

〒
－

住
所

電
話
(

)
－

氏
名

�

注
住
所
は
郵
便
物
が
届
く
よ
う
に
詳
し
く
記
載
し�
電
話
番
号
は
携
帯
電
話
等
昼
間
に
連
絡
が
と
れ

る
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

金
額

上
記
金
額
に
つ
い
て�
私
の
希
望
す
る
銀
行
で
の
受
取
り
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い

。

金
融
機
関
名

(
)

店
舗
名

(
支
店
・
出
張
所
)

２
銀
行
払
渡
し
を
希
望

上
記
金
額
に
つ
い
て�
次
の
私
名
義
の
口
座
に
銀
行
振
込
み
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い

。

１
金
融
機
関
名

(
)

店
舗
名

(
支
店
・
出
張
所
)

２
預
金
種
目

普
通
・
総
合

当
座

貯
蓄

３
口
座
名
義
(カ
タ
カ
ナ
)

４
口
座
番
号

１
口
座
振
込
み
を
希
望

第
号

年
月

日

放
置
違
反
金
納
付
命
令
取
消
通
知
書

様

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

あ
な
た
に
対
す
る
放
置
違
反
金
納
付
命
令
(第

号
)
に
つ
い
て
は�

下
記
の
理
由
に
よ
り
取
り
消
し
ま
し
た
の
で�

道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第

17項
の
規
定
に
よ
り
通

知
し
ま
す

。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

理
由

(号外)



様
式
第
６
号
の
６
(第
９
条
の
２
の
２
関
係
)

別
紙

平成18年 6月 1日 (木曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 9 5 号

7

第
号

年
月

日

放
置
違
反
金
納
付
命
令
取
消
(兼
)
還
付
公
示
送
達
書

下
記
の
と
お
り�

放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
を
取
り
消
し
ま
し
た
の
で�

道
路
交
通
法
第

51条
の

４
第

17項
の
規
定
に
よ
り�

そ
れ
ぞ
れ
下
表
左
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
通
知
し
ま
す

。

ま
た�

納
付
さ
れ
て
い
る
下
記
の
金
額
の
還
付
手
続
を
行
い
ま
す
の
で�

手
続
場
所
に
来
訪
し
て

く
だ
さ
い

。

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

１
手
続
の
場
所

２
納
付
命
令
の
取
消
し
を
受
け
る
者
の
氏
名�

そ
の
命
令
の
件
名�

金
額
及
び
そ
の
理
由

注
地
方
税
法
第

20条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り�
こ
の
公
示
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
を
経
過
し
た
と

き
に�
こ
の
通
知
の
到
達
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す

。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

納
付
命
令
の
取
消
し
を

受
け
る
者
の
氏
名

命
令
の
件
名

金
額

理
由

納
付
命
令
の
取
消
し
を

受
け
る
者
の
氏
名

命
令
の
件
名

金
額

理
由

(号外)



様
式
第
６
号
の
７
(第
９
条
の
２
の
２
関
係
)

別
紙

平成18年 6月 1日 (木曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 9 5 号

8

第
号

年
月

日

放
置
違
反
金
納
付
命
令
取
消
公
示
送
達
書

下
記
の
と
お
り�

放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
を
取
り
消
し
ま
し
た
の
で�

道
路
交
通
法
第

51条
の

４
第

17項
の
規
定
に
よ
り�

そ
れ
ぞ
れ
下
表
左
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
通
知
し
ま
す

。

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

納
付
命
令
の
取
消
し
を
受
け
る
者
の
氏
名�

そ
の
命
令
の
件
名
及
び
そ
の
理
由

注
地
方
税
法
第

20条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り�
こ
の
公
示
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
を
経
過
し
た
と

き
に�
こ
の
通
知
の
到
達
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す

。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

納
付
命
令
の
取
消
し
を

受
け
る
者
の
氏
名

命
令
の
件
名

理
由

納
付
命
令
の
取
消
し
を

受
け
る
者
の
氏
名

命
令
の
件
名

理
由

(号外)



様
式
第
６
号
の
８
(第
９
条
の
２
の
３
関
係
)

(裏
)

平成18年 6月 1日 (木曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 9 5 号

9

(表
)

第
号

年
月

日

弁
明

通
知

書

様

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

あ
な
た
に
対
す
る
下
記
の
事
実
を
原
因
と
す
る
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
に
係
る
道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
下
記
の
と
お
り
行
い
ま
す
の
で
通
知
し
ま

す

。

な
お�

弁
明
す
る
事
実
が
な
い
と
き
は�

弁
明
書
を
送
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

。ま
た�

早
期
に
手
続
を
終
結
さ
せ
た
い
方
は�

裏
面
の
記
載
に
従
い�

仮
納
付
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

注
１

弁
明
書
に
は�

あ
な
た
の
氏
名�

住
所�

連
絡
先
(昼
間�

連
絡
が
と
れ
る
電
話
番
号
等
)�

弁
明
の
件

名
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
の
弁
明
を
記
載
し�
提
出
し
て
く
だ
さ
い

。

２
弁
明
を
す
る
と
き
は�

車
両
の
売
買
契
約
書
の
写
し
等
の
弁
明
の
事
実
を
疎
明
す
る
資
料
が
あ
れ
ば�

併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い

。

な
お�

提
出
さ
れ
た
弁
明
に
関
し�

当
公
安
委
員
会
は�

あ
な
た�

車
両
の
所
有
者
そ
の
他
の
関
係
者
に

対
し�
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

備
考

弁
明
書
の
提
出
期
限

弁
明
書
の
提
出
先

納
付

命
令

の
原
因
と
な
る
事
実

根
拠

と
な

る
法

令
の

条
項

予
定
さ
れ
る
納
付

命
令

の
内

容

弁
明

の
件

名

こ
の
弁
明
通
知
書
の
番
号

１
早
期
に
手
続
を
終
結
さ
せ
た
い
方
へ
(仮
納
付
制
度
)

�
今
回
の
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
事
案
に
つ
い
て�

早
期
に
手
続
を
終
結
さ
せ
た
い
方
の
た

め
に�

道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第
９
項
の
規
定
に
よ
る
放
置
違
反
金
に
相
当
す
る
金
額
を
仮

納
付
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す

。

�
こ
の
制
度
に
よ
り
あ
な
た
が
仮
納
付
を
行
つ
た
場
合�

後
日�

当
公
安
委
員
会
が
あ
な
た
に

対
し
て
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
は�

下
記
の

場
所
に
お
い
て
公
示
に
よ
り
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
が
行
わ
れ�

仮
納
付
し
た
放
置
違
反
金

に
相
当
す
る
金
銭
が
放
置
違
反
金
の
納
付
と
み
な
さ
れ
ま
す
の
で
(道
路
交
通
法
第

51条
の
４

第
10項

)�
本
件
に
係
る
放
置
違
反
金
の
納
付
に
つ
い
て
あ
な
た
が
そ
れ
以
上
の
手
続
を
行
う

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

。

�
あ
な
た
が
仮
納
付
を
行
つ
た
後�

当
該
放
置
車
両
に
係
る
車
両
の
運
転
者
が
駐
車
違
反
の
反

則
金
を
納
付
す
る
な
ど�

当
公
安
委
員
会
が
あ
な
た
に
対
し
て
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
を
行

う
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
た
場
合
は�

仮
納
付
し
た
放
置
違
反
金
に
相
当
す
る
金
額
の
金

銭
は
返
還
さ
れ
ま
す
(道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第

12項
)

。

２
仮
納
付
の
期
限�

場
所�

方
法
及
び
公
示
に
よ
る
納
付
命
令
の
場
所

�
仮
納
付
の
期
限
は�

弁
明
書
の
提
出
期
限
と
同
じ
日
(表
面
の
弁
明
書
の
提
出
期
限
欄
記
載

の
日
)
で
す

。仮
納
付
の
期
限
経
過
後
は�

同
封
の
仮
納
付
書
に
よ
る
納
付
は
で
き
ま
せ
ん

。

�
仮
納
付
の
場
所
は�

仮
納
付
書
記
載
の
金
融
機
関
で
す

。

�
仮
納
付
を
す
る
と
き
は�
同
封
の
仮
納
付
書
に�
表
面
の
｢予
定
さ
れ
る
納
付
命
令
の
内
容
｣

欄
記
載
の
金
額
を
添
え
て
納
め
て
く
だ
さ
い

。仮
納
付
書
の
第
１
片
は�

領
収
証
と
し
て
あ
な

た
に
渡
さ
れ
ま
す

。

な
お�

分
納
は
で
き
ま
せ
ん

。

�
公
示
に
よ
る
納
付
命
令
の
場
所

広
島
県
公
安
委
員
会
の
掲
示
板

�
公
示
に
よ
る
納
付
命
令
は�

氏
名
で
は
な
く�

弁
明
通
知
書
の
表
中
の
｢こ
の
弁
明
通
知
書

の
番
号
｣
を�

の
掲
示
板
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
い
ま
す

。

(号外)
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第
号

年
月

日

弁
明

通
知

公
示

送
達

書

下
記
の
と
お
り�

放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
に
係
る
道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第
６
項
の
規
定
に

よ
る
弁
明
の
機
会
の
付
与
を�

そ
れ
ぞ
れ
下
表
左
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
行
い
ま
す
の
で�

同
条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り�

通
知
し
ま
す

。

な
お�

同
条
第
６
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
弁
明
通
知
書
は�

に
保
管
し
て
い
ま
す
か
ら�

弁
明
の
機
会
の
付
与
を
受
け
る
者
は�

来
訪
の
上�

受
領
し
て
く
だ
さ

い

。

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

１
弁
明
書
の
提
出
先

２
弁
明
書
の
提
出
期
限

３
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
受
け
る
者
の
氏
名
及
び
そ
の
弁
明
の
件
名

注
道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第
７
項
の
規
定
に
よ
り�
こ
の
公
示
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
２
週
間
を
経
過
し

た
と
き
に�
こ
の
通
知
の
到
達
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す

。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。
弁
明
の
機
会
の
付
与
を

受
け
る
者
の
氏
名

弁
明
の
件
名

弁
明
の
機
会
の
付
与
を

受
け
る
者
の
氏
名

弁
明
の
件
名

(号外)
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(表
)

第
号

年
月

日

仮
納
付
金
返
還
通
知
書

様

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

あ
な
た
か
ら
放
置
違
反
金
に
相
当
す
る
金
額
の
仮
納
付
が
あ
つ
た
｢放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
に

関
す
る
件
(第

号
)｣
に
つ
い
て
は�

下
記
の
理
由
に

よ
り�

納
付
命
令
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
の
で�

道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第

12項
の
規
定
に
よ
り

通
知
し
ま
す

。

ま
た�

あ
な
た
か
ら
仮
納
付
の
あ
つ
た
下
記
の
金
額
を
返
還
し
ま
す
の
で�

同
封
の
｢仮
納
付
金

返
還
請
求
書
｣
を�

裏
面
の
仮
納
付
金
返
還
請
求
書
記
載
要
領
に
従
つ
て
必
要
事
項
を
記
入
し�

返

信
用
封
筒
で
早
急
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い

。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

金
額

理
由

円

仮
納
付
金
返
還
請
求
書
記
載
要
領

仮
納
付
金
の
返
還
は�

口
座
振
込
み
又
は
銀
行
払
渡
し
に
よ
る
方
法
で
行
い
ま
す

。

１
住
所�

氏
名�

電
話
番
号
等
を
記
入
し�

押
印
し
て
く
だ
さ
い

。

２
下
記
の
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

�
返
還
の
方
法
(希
望
す
る
方
法
の
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い

。)

�
口
座
振
込
み
を
希
望
の
方

○
振
込
先
金
融
機
関
店
舗
名
(郵
便
局
に
振
り
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

。)
○

預
金
種
目
(普
通
預
金�

当
座
預
金
又
は
貯
蓄
預
金
を
指
定
し
て
く
だ
さ
い

。)
○

振
込
先
口
座
名
義
及
び
口
座
番
号
(請
求
者
ご
本
人
の
口
座
に
限
り
ま
す

。)
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

手
続
を
済
ま
せ
次
第
｢振
込
通
知
書
｣
を
お
送
り
し
ま
す

。

な
お�

あ
な
た
の
指
定
し
た
金
融
機
関
店
舗
に
振
込
み
が
で
き
な
い
と
き
は�

下
記
の

銀
行
払
渡
し
に
よ
る
方
法
で
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
か
ら
御
了
承
願
い
ま
す

。

�
銀
行
払
渡
し
を
希
望
の
方

○
広
島
県
内
で
の
受
取
り
は�

広
島
銀
行
の
本
店
又
は
各
支
店
と
な
り
ま
す

。

受
取
り
を
希
望
さ
れ
る
広
島
銀
行
の
店
舗
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

○
広
島
県
外
で
の
受
取
り
を
希
望
の
方
は�

払
渡
先
金
融
機
関
店
舗
名
(郵
便
局
で
受

け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

。)
を
指
定
し
て
く
だ
さ
い

。

手
続
を
済
ま
せ
次
第
｢送
金
通
知
書
｣
を
お
送
り
し
ま
す

。

受
領
後�

記
載
さ
れ
て
い
る
払
渡
先
金
融
機
関
で
受
取
可
能
期
間
を
確
認
の
上�

お
受

け
取
り
く
だ
さ
い

。

な
お�

受
取
り
に
は�

受
領
し
た
送
金
通
知
書�

印
鑑
及
び
身
分
証
明
(本
人
以
外
は

委
任
状
が
必
要
)
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

。

(号外)
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仮
納
付
金
返
還
請
求
書

広
島

県
知

事
様

年
月

日

〒
－

住
所

電
話
(

)
－

氏
名

�

注
住
所
は
郵
便
物
が
届
く
よ
う
に
詳
し
く
記
載
し�
電
話
番
号
は
携
帯
電
話
等
昼
間
に
連
絡
が
と
れ

る
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

金
額

上
記
金
額
に
つ
い
て�
次
の
私
名
義
の
口
座
に
銀
行
振
込
み
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い

。

１
金
融
機
関
名

(
)

店
舗
名

(
支
店
・
出
張
所
)

２
預
金
種
目

普
通
・
総
合

当
座

貯
蓄

３
口
座
名
義
(カ
タ
カ
ナ
)

４
口
座
番
号

１
口
座
振
込
み
を
希
望

上
記
金
額
に
つ
い
て�
私
の
希
望
す
る
銀
行
で
の
受
取
り
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い

。

金
融
機
関
名

(
)

店
舗
名

(
支
店
・
出
張
所
)

２
銀
行
払
渡
し
を
希
望

(表
)

第
号

年
月

日

督
促

状

様

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

あ
な
た
に
対
し�

道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第
４
項
の
規
定
に
よ
り�

放
置
違
反
金
の
納
付
を
命

じ
ま
し
た
が�

そ
の
納
付
期
限
(平
成

年
月

日
)
を
経
過
し
て
も
未
だ
納
付
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
の
で�

同
条
第

13項
の
規
定
に
よ
り
督
促
し
ま
す

。

下
記
の
指
定
納
付
期
限
ま
で
に�

同
封
の
納
付
書
に
よ
り
至
急
納
付
し
て
く
だ
さ
い

。

指
定
納
付
期
限
ま
で
に
完
納
さ
れ
な
い
と
き
は�

道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第

14項
の
規
定
に
よ

る
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り�

あ
な
た
の
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す

。

な
お�

完
納
さ
れ
た
後�

こ
の
督
促
状
が
届
い
た
場
合
は�

行
き
違
い
で
す
の
で
御
了
承
願
い
ま

す

。

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は�

行
政
不
服
審
査
法
(昭
和

37年
法
律
第

160号
)
第
６
条
の

規
定
に
よ
り�

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に�

広
島

県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

ま
た�

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(広
島
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
上
記
異
議
申
立

て
を
し
た
場
合
は�

当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知

つ
た
日
)
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に�

広
島
県
を
被
告
と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所
に
こ

の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
(訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者

は
広
島
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す

。)

。

注
１

上
記
の
放
置
違
反
金
等
を
納
付
し
な
い
場
合
は�
法
令
の
規
定
に
よ
り�
車
検
拒
否
の
対
象
と
な
り
ま
す

。

２
延
滞
金
に
つ
い
て
は�

裏
面
の
｢延
滞
金
に
係
る
算
出
方
法
及
び
端
数
計
算
に
関
す
る
説
明
｣
を
参
考
に

し
て
く
だ
さ
い

。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

納
付
の
場
所

指
定
納
付
期
限

年
度

号

弁
明
通
知
書
の
番
号

円

放
置
違
反
金

円

延
滞

金

円

金
計

(号外)
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延
滞
金
に
係
る
算
出
方
法
及
び
端
数
計
算
に
関
す
る
説
明

１
延
滞
金

納
付
命
令
書
に
よ
つ
て
指
定
す
る
納
付
の
期
限
の
翌
日
か
ら
完
納
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に

応
じ�

放
置
違
反
金
の
未
納
金
額
に
年

14.5パ

ーセ
ン
ト
(督
促
状
に
よ
つ
て
指
定
す
る
期
限
以

前
の
期
間
に
つ
い
て
は�

年
7.25パ

ーセ
ン
ト
)
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

２
延
滞
金
の
算
出
方
法

延
滞
金
の
額
を
算
出
す
る
場
合
は�

次
に
よ
る
放
置
違
反
金
の
未
納
金
額
を
基
礎
と
し
て
計
算

す
る

。

放
置
違
反
金
の
未
納
金
額
に

1,000円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は�

そ
の
端
数
金
額
を
切
り

捨
て
る

。

な
お�

放
置
違
反
金
の
未
納
金
額
が

2,000円
未
満
で
あ
る
と
き
は�

そ
の
全
額
を
切
り
捨
て

る

。

３
端
数
計
算

算
出
し
た
延
滞
金
の
額
に

100円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は�

そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

る

。

な
お�

算
出
し
た
延
滞
金
の
額
が

500円
未
満
で
あ
る
と
き
は�

そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る

。

第
号

年
月

日

督
促

状
公

示
送

達
書

下
記
の
と
お
り�

道
路
交
通
法
第

51条
の
４
第

13項
の
規
定
に
よ
り�

放
置
違
反
金
の
納
付
を
そ

れ
ぞ
れ
下
表
左
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
督
促
し
ま
す

。

な
お�

同
条
第
５
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
放
置
違
反
金
納
付
命
令
書
は�

に
保
管
し
て
い
ま
す
か
ら�
放
置
違
反
金
の
納
付
を
行
う
者
は�
来
訪
の
上�
受
領
し
て
く
だ
さ
い

。

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

１
指
定
納
付
の
期
限

２
納
付
の
場
所

３
督
促
を
受
け
る
者
の
氏
名
及
び
そ
の
督
促
の
件
名

注
地
方
税
法
第

20条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り�
こ
の
公
示
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
を
経
過
し
た
と

き
に�
こ
の
通
知
の
到
達
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す

。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は

、日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

督
促

を
受
け
る
者
の
氏
名

督
促
の
件
名

(号外)
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督
促

を
受
け
る
者
の
氏
名

督
促
の
件
名

8.6

5.7

9.2

6.3

2.5

備
考
図
示
の
長
さ
の
単
位
は

、セ
ン
チ
メ

ート
ル
と
す
る

。

(表
)

写
真

第
号

徴
収

職
員

証
票

所
属

官
職

氏
名

年
月

日
生

年
月

日
交
付

広
島
県
公
安
委
員
会

合□ 2.8

注
意

事
項

１
こ
の
証
票
は�
道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号
)
第

51条
の

４
第

14項
の
規
定
に
よ
り
行
う
放
置
違
反
金
等
の
滞
納
処
分
に
関
し�
質

問�
検
査
若
し
く
は
捜
索
又
は
差
押
え
を
す
る
徴
収
職
員
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
も
の
で
あ
る

。

２
こ
の
証
票
は�
関
係
者
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は�
い
つ
で
も
こ
れ
を

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

３
こ
の
証
票
は�
他
人
に
貸
与
し�
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い

。

(裏
)

(号外)



様
式
第
６
号
の

14
(第
９
条
の
２
の

8関
係
)

別
記
様
式
第
７
号
中
｢第
９
条
の
２
｣
を
｢第
９
条
の
２
の
９
｣
に�

別
記
様
式
第
７
号
の
２
か
ら
別
記
様
式
第
７
号
の
５
ま
で
の
規
定
中
｢第
９
条
の
２
｣
を
｢第
９
条
の

２
の
９
｣
に
改
め
る

。

別
記
様
式
第

14号
中
｢第

74条
の
２
第
６
項
｣
を
｢第

74条
の
３
第
６
項
｣
に
改
め
る

。

(自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則

の
規
定
の
読
替
え
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
)

第
２
条

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
広
島
県
道
路
交
通
法
施
行

細
則
の
規
定
の
読
替
え
に
関
す
る
規
則
(平
成

14年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

。

本
則
の
表
第

10条
の
４
第
１
項
の
部
安
全
運
転
管
理
者
等
を
の
項
中
｢第

74条
の
２
第
１
項
｣
を
｢第

74条
の
３
第
１
項
｣
に�

｢第
74条

の
２
第
４
項
｣
を
｢第

74条
の
３
第
４
項
｣
に
改
め�

同
表
第

10条

の
５
の
部
及
び
別
記
様
式
第

14号
の
部
中
｢第

74条
の
２
第
６
項
｣
を
｢第

74条
の
３
第
６
項
｣
に
改
め�

同
表
別
記
様
式
第

14号
の
２
の
部
中
｢第

74条
の
２
第
８
項
｣
を
｢第

74条
の
３
第
８
項
｣
に
改
め
る

。

附
則

こ
の
公
安
委
員
会
規
則
は�

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

。
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整
理
番
号

第
号

番
号

車
両
番
号
(標
識
番
号
)

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

年
月

日

様

広
島
県
公
安
委
員
会

印□

車
両
使
用
者
等
照
会
書

道
路
交
通
法
第

51条
の
４
の
規
定
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
の
で�

下
記
車
両
番
号
(標

識
番
号
)
に
関
す
る
別
紙
回
答
書
の
項
目
に
つ
き
回
答
さ
れ
た
く
道
路
交
通
法
第

51条
の
５
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
照
会
し
ま
す

。

｢
１
株
式
会
社

２
有
限
会
社

３
財
団
法
人

４
社
団
法
人

５
そ
の
他
(

)
｣

を

｢
１
株
式
会
社

２
財
団
法
人

３
社
団
法
人

４
そ
の
他
(

)
｣

に
改
め
る
。

(号外)


